
   白井市小規模水道条例  

 

 （目的）  

第１条  この条例は、小規模水道の布設及び管理の適正を図ること

により、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

 (1) 小規模水道  導管及びその他の工作物により、水を人の飲用

に適する水として供給する施設の総体であって、５０人以上

の者に供給するものをいう。ただし、臨時に施設されたもの

及び次に掲げるものを除く。  

  ア  水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第２項に規定

する水道事業の用に供する同条第１項に規定する水道  

  イ  水道法第３条第３項に規定する簡易水道事業の用に供する

同条第１項に規定する水道  

  ウ  水道法第３条第４項に規定する水道用水供給事業の用に供

する同条第１項に規定する水道  

  エ  水道法第３条第６項に規定する専用水道  

  オ  水道法第３条第７項に規定する簡易専用水道  

 (2) 小規模専用水道  小規模簡易専用水道以外の小規模水道をい

う。  

 (3) 小規模簡易専用水道  水道法第３条第２項に規定する水道事

業の用に供する同条第１項に規定する水道から供給を受ける

水のみを水源とする小規模水道をいう。  

 (4) 設置者  小規模水道の布設者、所有者、占有者その他の者で、

当該小規模水道の維持管理について権原を有するものをいう。  

 (5) 小規模専用水道施設  小規模専用水道のための取水施設、貯

水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（一般

の需要に応じて小規模専用水道により水を供給する事業に係



るもの以外のものにあっては、給水の施設を含むものとし、

建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であって、当

該設置者の管理に属するものをいう。  

 （水質基準）  

第３条  小規模水道により供給される水は、次に掲げる要件を備え

るものでなければならない。  

 (1) 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わ

せるような生物若しくは物質を含むものでないこと。  

 (2) シアン、水銀その他の有害物質を含まないこと。  

 (3) 銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量を超

えて含まないこと。  

 (4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。  

 (5) 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。  

 (6) 外観は、ほとんど無色透明であること。  

２  前項各号の基準に関して必要な事項は、規則で定める。  

 （施設基準）  

第４条  小規模専用水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小

規模専用水道の形態等に応じ、必要な小規模専用水道施設を有す

べきものとし、その施設は、次に掲げる要件を備えるものでなけ

ればならない。  

 (1) 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れること

ができるものであること。  

 (2) 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに

必要な貯水能力を有するものであること。  

 (3) 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管

その他の設備を有すること。  

 (4) 浄水施設は、原水の質及び量に応じて前条の規定による水質

基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈殿池、濾
ろ

過

池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。  

 (5) 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管



その他の設備を有すること。  

 (6) 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給

するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有す

ること。  

 (7) 小規模専用水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力

その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染さ

れ、又は漏れるおそれがないものであること。  

 （確認）  

第５条  小規模専用水道の新設又は規則で定める増設若しくは改造

の工事をしようとする者は、当該工事に着手する前に、当該工事

の設計が前条の施設基準に適合するものであることについて、市

長の確認を受けなければならない。  

 （確認の申請）  

第６条  前条の確認を受けようとする者は、申請書に工事設計書そ

の他規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければ

ならない。  

２  前項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。  

 (1) １日最大給水量及び１日平均給水量  

 (2) 水源の種別及び取水地点  

 (3) 水源の水量の概算及び水質検査の結果  

 (4) 小規模専用水道施設の概要  

 (5) 小規模専用水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模

及び構造  

 (6) 浄水方法  

 (7) 工事の着手及び完了の予定年月日  

 (8) その他規則で定める事項  

 （確認等の通知）  

第７条  市長は、前条第１項の申請があった場合において、当該工

事の設計が第４条の施設基準に適合すると認めたときは、当該申



請をした者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき又は申請

書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することがで

きないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断するこ

とができない理由を付して、当該申請をした者にその旨を通知し

なければならない。  

２  前項の規定による通知は、前条第１項の申請があった日から起

算して３０日以内に、書面をもってしなければならない。  

 （給水開始前の届出及び検査）  

第８条  小規模専用水道の設置者は、給水を開始しようとするとき

は、あらかじめ、規則で定めるところにより水質検査を行い、そ

の結果を証する書類を添えて、給水を開始する旨を市長に届け出

なければならない。  

２  小規模専用水道の設置者は、市長が前項の規定による届出があ

った場合において、規則で定めるところにより行う施設検査に合

格しなければ、給水を開始してはならない。  

 （変更又は廃止の届出）  

第９条  小規模専用水道の設置者は、規則で定める事項を変更した

ときは速やかに、当該小規模専用水道を廃止しようとするときは

あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。  

 （水質検査）  

第１０条  小規模専用水道の設置者は、当該小規模専用水道により

供給する水について、規則で定めるところにより、定期の水質検

査を行わなければならない。  

２  小規模専用水道の設置者は、当該小規模専用水道により供給す

る水が第３条の水質基準に適合しないおそれがあるときは、規則

で定めるところにより、臨時の水質検査を行わなければならない。  

 （衛生上の措置）  

第１１条  小規模専用水道の設置者は、次に掲げる基準に従い、衛

生上必要な措置を講じなければならない。  

 (1) 小規模専用水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十



分にすること。  

 (2) 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人又は動

物が立ち入って水が汚染されるのを防止するために必要な措

置を講ずること。  

 (3) 水槽の清掃を毎年１回定期的に行うこと。  

 (4) 給水栓における水の質により必要があるときは、規則で定め

るところにより、塩素消毒を行うこと。  

 （給水の緊急停止）  

第１２条  小規模専用水道の設置者は、当該小規模専用水道により

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、

直ちに、給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であ

る旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。  

 （小規模簡易専用水道の設置等の届出）  

第１３条  小規模簡易専用水道の設置者は、当該小規模簡易専用水

道を設置したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければ

ならない。  

２  小規模簡易専用水道の設置者は、規則で定める事項を変更した

とき又は当該小規模簡易専用水道を廃止したときは、速やかに、

その旨を市長に届け出なければならない。  

 （小規模簡易専用水道の管理）  

第１４条  小規模簡易専用水道の設置者は、次に掲げる基準に従い、

当該小規模簡易専用水道を管理しなければならない。  

 (1) 水槽の清掃を毎年１回定期的に行うこと。  

 (2) 有害物質、汚水等による水の汚染を防止するために水槽の点

検その他必要な措置を講ずること。  

 (3) 給水栓における水の色、濁り、匂い、味その他の状態により

給水する水に異常を認めたときは、規則で定めるところによ

り、水質検査を行うこと。  

 (4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったと

きは、直ちに、給水を停止し、かつ、その水を使用すること



が危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。  

 （改善の指示等）  

第１５条  市長は、小規模専用水道施設が第４条の施設基準に適合

しなくなったと認めるときは、当該小規模専用水道の設置者に対

して、期間を定めて、当該小規模専用水道施設を改善すべき旨を

指示することができる。  

２  市長は、小規模簡易専用水道の管理が前条の基準に適合してい

ないと認めるときは、当該小規模簡易専用水道の設置者に対して、

期間を定めて、当該小規模簡易専用水道の管理に関し、清掃その

他必要な措置をとるべき旨を指示することができる。  

 （給水停止命令）  

第１６条  市長は、設置者が前条の規定による指示に従わない場合

において、給水を継続させることが公衆衛生上有害であると認め

るときは、当該設置者に対して、その指示に係る事項を履行する

までの間、当該小規模水道による給水を停止すべきことを命ずる

ことができる。  

 （帳簿書類の備付け）  

第１７条  小規模水道の設置者は、小規模水道の布設及び管理に関

し、規則で定める帳簿及び書類を備えなければならない。  

 （報告の徴収及び立入検査）  

第１８条  市長は、小規模専用水道の布設又は管理の適正を確保す

るために必要があると認めるときは、小規模専用水道の設置者か

ら必要な報告を徴し、又は当該職員をして小規模専用水道の工事

現場、小規模専用水道施設のある場所若しくは設置者の事務所に

立ち入らせ、工事の施行状況、小規模専用水道施設、水質、水圧、

水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。  

２  市長は、小規模簡易専用水道の管理の適正を確保するために必

要があると認めるときは、小規模簡易専用水道の設置者から小規

模簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員

をして小規模簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは



設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳

簿書類を検査させることができる。  

３  前２項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員はその

身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、

これを提示しなければならない。  

 （委任）  

第１９条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 （罰則）  

第２０条  次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰

金又は科料に処する。  

 (1) 第５条の規定による確認を受けないで工事に着手した者  

 (2) 第１２条の規定に違反した者  

 (3) 第１６条の規定による給水停止命令に違反した者  

第２１条  次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金

又は科料に処する。  

 (1) 第８条第２項の規定に違反して給水を開始した者  

 (2) 第１０条の規定に違反した者  

 (3) 第１１条の規定に違反した者  

 (4) 第１８条第１項又は第２項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避した者  

 （両罰規定）  

第２２条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その

他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前２条の違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても

各本条の罰金刑又は科料刑を科する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  



２  この条例の施行の日前に千葉県小規模水道条例（昭和３７年千

葉県条例第１０号）の規定によりされた処分、手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為と

みなす。  

 


